
当院は保険医療機関の指定を受けています 

 

当院は九州厚生局長に下記の届け出を行っております 

〇外来感染対策向上加算 

〇医療 DX 推進体制整備加算 

〇ニコチン依存症管理料 

〇在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注 2 に規定する遠隔モニタリング加算 

〇外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

〇情報通信機器を用いた診療に係る基準 

 

診療明細書発行体制加算について 

 当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から領収証発行の際に個別の診療情報の算

定項目の分かる明細書を発行しております。明細書の発行を希望されない場合は会計窓口にてその旨お申し出ください。 

 

医療情報取得加算について 

 当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、マイナ保険証による診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供

に努めている医療機関です。今後も正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。 

 

医療 DX 推進体制整備加算について 

 当院は医療 DX 推進体制整備加算について下記の通り対応を行っております。 

（1） オンライン請求を行っています。  

（2） オンライン資格確認を行う体制を有しております。 

（3） 電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧または活用できる体制を有しております。 

（4） 電視処方箋を発行する体制を整備しています。 

（5） 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を今後導入予定としています。 

（6） マイナンバーカードの保険証利用の使用において、ポスター掲示・声かけを行っています。 

（7）   医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療を行うこ

とについて、当院の見やすい場所及びウェブサイトに掲示しています。 

 
一般名処方加算について 

 当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。 

後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方（※）を行う

場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなり

ます。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

※一般名処方 

 薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載すること 

 
令和 7 年 5 月 

みずの内科血圧・心臓クリニック 

院長 水野雄二 


